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アスベスト レベル３ の適正処理
現状の課題 と 今後の考え方

平成27年7月30日

㈱佐野環境都市計画事務所

全国アスベスト適正処理協議会セミナー資料
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1. レベル３廃棄物の排出量は，どの程度か？

2. クボタショックから10年
処理作業における課題は，どう変化したか？

3. 今後，適正処理協議会は，どう行動するか？
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Key Questions
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１．アスベスト廃棄物の現状

 使用量
1949年～2005年 アスベストの総輸入量：1,000万トン
最盛期（1974年）の輸入量：年間35万トン

 禁止時期

◇ レベル１ 【アスベスト添加量の目安】

1975年 原則禁止 ： 吹付け石綿【60～70%程度】

◇ レベル２ 【保温材：90%程度，耐火被覆材：20～50%】
1980年代後半 禁止 ： 保温材，耐熱材

◇ レベル３ 【石綿スレート：10～25%程度】
1995年 製造・使用禁止 ： 青石綿（ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ）と茶石綿（ｱﾓｻｲﾄ）

2005年 製造・使用禁止 ： 白石綿（ｸﾘｿﾀｲﾙ）他石綿（0.1%超）

(1)使用状況
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石綿含有建材（レベル３）の累積出荷量

(2)推定排出量
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レベル１の累積出荷量
60万t程度
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（出典） NEDO調査（2006年） 有害アスベストの蓄積フロー解析による革新的削減ツールに関する調査研究
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最大排出量
2014-2015年

2005～2014年 ： 約100万㌧／年

2015～2024年 ： 約 95万㌧／年

2025～2034年 ： 約 70万㌧／年

レベル3-成形板の排出

レベルごとの予測

建材の耐用年数＝30年±2年 ： 5年間で毎年20%ずつ廃棄
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レベル１
生産量がレベル３に比べると圧倒的に少ない
また，注目度も大きく，解体・処分が進捗した

今後，排出される数量は極めて少ない

レベル３
累積出荷量がレベル１に比べ極めて大量

また，建材寿命が想定より延びている

長期にわたり大量の排出

アスベスト廃棄物の排出量の予測 （まとめ）
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(１)クボタショックから10年経過 社会の動向は？

① 大阪アスベスト訴訟（１陣）（２陣）
石綿工場の元労働者等や近隣住民

② 横浜・東京・福岡建設アスベスト訴訟
建設業等の元労働者等

③神戸アスベスト訴訟（１陣）（２陣）
石綿工場の周辺住民や工場従事者

石綿による健康被害を被ったのは，国や企業が規制権限を適切に行使しなかっ
たためであるとして，健康被害又は死亡による損害賠償を求めている事案

アスベスト訴訟 レベル３ 販売企業
含まれる

２．処理，特にレベル３における 課題
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※大阪アスベスト訴訟（１陣）
（2014年10月）最高裁 国の規制権限不行使を認定
（2014年12月）和解成立

※大阪アスベスト訴訟（２陣）
（2014年10月）最高裁 原告の請求を一部容認

※横浜建設アスベスト訴訟
（2012年5月）地裁 原告棄却，控訴中

※東京建設アスベスト訴訟
（2012年10月）地裁 原告の請求を一部容認，控訴中

※福岡建設アスベスト訴訟
（2014年11月）地裁 原告の請求を一部容認，控訴中

※神戸アスベスト訴訟（１陣）
（2015年2月）最高裁 被告企業に対する請求を一部容認

※神戸アスベスト訴訟（２陣）
（2015年2月）地裁 原告の請求を棄却，控訴中
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アスベスト訴訟から見えて来た 今後の社会の姿

過去のケースでも国や企業の責任が問われている

考えられる手段を行使していない場合

今後，作業（工事や処理）で発生した
健康被害に関する責任の追及は必至

アスベスト健康被害 世間に広く認知された

国民の意識
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放置した国の責任は，どうなる？

自治体は，何が出来て，何が出来ないか？

建物の所有者の責任は？

製造・販売者の責任は？
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全作業工程（解体～処理）で対策が必要!!

total management
が必要

アスベスト処理に関わる全ての関係者

健康被害について知らなかった
では済まされない
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(2)制度の動向

法 律 管轄 目 的 主 な 内 容 課 題

労働安全衛生法
（S47年施行）

厚労省
職場における労働者の安全と健
康の確保

※製造禁止の有害物（石綿含有率0.1wt%以上）
※健康管理手帳
※工事計画の届出（レベル1）

届出：レベル３は対象外

石綿障害予防則
（H17年施行）

厚労省

石綿含有建材の 解体工事にお
いて，労働関係者の健康影響の
未然防止

【改正法：H26年6月1日施行】
排気口漏洩点検，作業場所の全
室飛散防止策強化，石綿を含む
保温材，耐火被覆材，断熱材の
措置の強化

※事前調査の実施，掲示，結果保管
※作業計画作成，周知
※建築物解体等作業届出(レベル1,2）
※特別教育，主任者の選任，健康診断，呼吸用保

護具，保護衣/作業衣
※掲示，各施設の設置，作業方法，建材の湿潤化
※作業の清掃
※作業環境測定，記録の保管
※作業の記録，保管

レベル３の作業で，規
則が遵守されているか
否か明確でない

届出：レベル３は対象外

大気汚染防止法
（S43年施行） 環境省

大気環境中へのアスベスト飛散
防止対策

【改正法：H26年6月1日施行】
届出義務者を受注者から発注者
に変更，解体等工事の事前調査
の結果等の説明等，報告及び検
査の対象拡大

※事前調査の発注者への説明，掲示
※発注者による届出（特定粉じん排出等作業）

（レベル1,2）
※解体作業等に関する掲示
※石綿含有建材の湿潤化

発注者責任が強化さ
れたが，安価工事で飛
散に繋がり易い

届出：レベル３は対象外

廃棄物処理法
（S46年施行）

環境省

廃石綿等及び石綿含有廃棄物
の適正な処理の確保

【改正法：H23年４月１日】
埋立処分基準の強化

※廃棄物の種類
（レベル1,2：特管産廃，レベル3：通常産廃）

※廃棄物の処理
（溶融処理，無害化処理，埋立処分）

レベル3は埋立処分

無害化処理技術開
発・活用の遅れ

建設リサイクル法
(H14年施行）

国交省
特定建設資材の再生資源として
の十分な利用及び廃棄物の減量
等

※石綿等の付着物の事前調査
※事前届出に有無の記入
※事前措置及び分別解体の実施

付着状況の把握や届
出状況が明確でない

下線：レベル3該当箇所

その他 作業環境測定法（厚労省），建築基準法（国交省，H18年改正），住宅品質確保促進法（国交省）
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(３)処理作業の問題点

レベル３廃棄物の処理作業

解体・工事 － 収集・運搬 － 処分

処理に関する意識 法令遵守 費用・経費

全体の作業工程を検証したか？

どこに，どんな問題があるのか

具体的な，定量的な，情報がない
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レベル３廃棄物の処理作業

解体・工事 － 収集・運搬 － 処分

発注者 解体業者（管理者・現場作業者）

廃棄物処理業者（管理者・現場作業者）元請

この関係者だけで課題が解決できるか？
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レベル３処理における課題 （まとめ）

個別の処理作業に目が向いており
全体的な考え方（total management）

が整理・確立されていない!! 

処理に関係する登場人物（組織）
で適正処理が推進できるか? 

社会（関係者）の安全・安心
が確保できているか? 

①

②

③
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３．課題解決の考え方

(１)関係者の捉え方

発注者 解体業者（管理者・現場作業者）

廃棄物処理業者（管理者・現場作業者）元請

過去の製造・販売者 周辺住民

自治体製造者責任は問われないが，

道義的な責任は？
国
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発注者 解体業者（管理者・現場作業者）

廃棄物処理業者（管理者・現場作業者）元請

過去の製造・販売者 自治体 国

この課題の本質は

誰が，作業費用を負担するのか
考えること

責任＝費用負担
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① 静観する

※ 協議会として行動しない

⇒ 個別企業の対応に任せる

※ 突発的な事態に備えて，行動するための準備を行う

⇒ いざという時，実際に組織的な稼働がないため，
種々の課題が発生

⇒ 現実的な課題解決をOJTで実施

（準備しない場合と変わらない）

(２)全国アスベスト適正処理協議会としての今後の行動は？
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② お願いする

※ 適宜，制度変更に関する情報を収集

※ 制度に合致した管理方法（システム）を構築

⇒ 後手を踏むため，制度に縛られる
組織的な稼働がないため，種々の課題が発生

⇒ 多くの労力を使っても運用しなければならない

（準備時間が少ないため，運用が上手く行かない）
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③ 行動する

※ 社会的な視点を考えた管理方法（システム）を構築

⇒ 検討会等を主催して課題を検証
特に，「お金（費用）の出所」は重要検討項目

⇒ 改善方法や施策を市場へ提案

⇒ メンバー各位は，実際に行動
モデル事業を検討

◇ 自ら出来ること， 自ら出来ないこと
◇ 自治体が出来ること，出来ないこと
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① まず，解体～処理で行われている現状を正確に把握
【個別処理だけでなく，全体を俯瞰】

② 課題・問題点を整理して，改善プロジェクトを提案

③ 関係者を組織化した適正処理検討会（実務）で検証

④ モデル事業の提案，さらに検証まで行けるか

(３)レベル３廃棄物処理に関する今後の進め方（まとめ）

処理作業は，total management の考え方が重要

特に，製造・販売者の責任が大切

Copyright(C) 2015 株式会社佐野環境都市計画事務所. All rights reserved. 
-21-

お わ り に

適正協議会の ３つ の選択肢

① 静観する

② お願いする

③ 行動する


